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千
九
百
九
十
四
年
の
ガ
ッ
ト
第
二
十
条
及
び
第
二
十
一
条
の
規
定
は
、
必
要
な
変
更
を
加
え
た
上
で
、
こ
こ
に
こ
の
協
定
に

組
み
込
ま
れ
、
こ
の
協
定
の
一
部
を
成
す
こ
と
と
し
、
こ
の
章
の
規
定
の
適
用
上
、
こ
れ
ら
の
規
定
を
適
用
す
る
。

第
二
十
三
条

原
産
地
規
則

原
産
地
規
則
に
関
す
る
規
定
に
つ
い
て
は
、
附
属
書
二
で
定
め
る
。

第
二
十
四
条

物
品
の
貿
易
の
た
め
の
運
用
上
の
手
続
規
則

合
同
委
員
会
は
、
こ
の
協
定
の
効
力
発
生
の
日
に
、
物
品
の
貿
易
の
た
め
の
運
用
上
の
手
続
規
則
を
採
択
す
る
。
両
締
約
国

の
関
係
当
局
は
、
同
手
続
規
則
に
定
め
る
詳
細
な
規
則
に
従
っ
て
、
こ
の
章
の
規
定
に
基
づ
く
任
務
を
遂
行
す
る
。

第
二
十
五
条

一
般
的
な
見
直
し

両
締
約
国
は
、
こ
の
章
の
規
定
及
び
附
属
書
一
の
両
締
約
国
の
表
に
つ
い
て
の
一
般
的
な
見
直
し
を
こ
の
協
定
が
効
力
を
生

ず
る
暦
年
の
後
五
年
目
の
年
に
行
う
。
両
締
約
国
は
、
そ
の
見
直
し
の
結
果
合
意
す
る
場
合
に
は
、
こ
の
章
の
規
定
及
び
附
属

書
一
の
両
締
約
国
の
表
に
基
づ
く
市
場
ア
ク
セ
ス
の
改
善
の
可
能
性
に
つ
い
て
の
交
渉
を
開
始
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
章

税
関
手
続
及
び
貿
易
円
滑
化

第
二
十
六
条

適
用
範
囲


